
福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム）からのお知らせ

震災から13年が過ぎましたが、福島相双地域の営農再開は道半ばです。

官民合同チームでは、これからも農業者様の声を伺い、農業者様に寄り添って、
営農再開の拡大に向けた様々なご支援を続けてまいります。（支援内容は裏面をご覧ください）
営農再開され、頑張られている農業者様や地域の話題を紹介致します。
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【田村市での取組】

【南相馬市での取組】

！
相双機構では、のお手伝いをさせていただきました。

相双機構では、のお手伝いをさせていただきました。

南相馬市の堀川様は2012年4月から水稲栽培で営農を
再開され、2021年4月から花卉栽培も始められた家族経
営専業農家様。

圃場（水稲）巡回時間の短縮を検討したいとのご意向
により、2023年4月から9月にかけて、作付け圃場にて
「水管理システム」の設置及び実証試験を行いました。

実証試験での検証結果を踏まえ、作業時間の短縮･水位
管理に有益と判断。2024年度より本格導入を決意され、
水位センサー15台を購入し水が抜けやすい圃場に設置し
ました。

相双機構では、実証試験での「水管理システム」の効
果の確認と水位センサー購入に伴う支援制度申請のお手
伝いをさせていただきました。

スマート農業機器導入により圃場（水稲）巡回時間が短縮されました！

☆形・♡形のきゅうりが販売されました！
都路町の青木正様・道子様ご夫妻は、「デコきゅ

うり」と呼ばれる断面が星やハートの形をしたきゅ
うりを栽培しています。きゅうりが小さなうちにプ
ラスチックの型枠にはめ込み成長させると、お子様
が喜ぶ、星形、ハート形のきゅうりになります。

デコきゅうりで普段の食卓が華やいだ特別なもの
に変わります。デコきゅうりの他、青木様ご夫妻が

デコきゅうりを添えたサラダ

ご自宅前の直売所青木正様・道子様ご夫妻

試
験
機
設
置

堀川様ご家族

水位センサー給水ゲート

丹精込めて作られた野菜が、自宅前の
直売所、都路町商業施設Domoや葛尾
村の集荷場を活用したマルセイ便で県
北エリアのヨークベニマルで販売され
ています。

相双機構では、これらの販路拡大を
お手伝いさせていただきました。
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対象とな
る

農業者様

原子力被災12市町村※で、農業を行われている方、
または、今後新たに農業を行う方
※ 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、

川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

「うまく栽培したい」

「どの作物の栽培がいいか」

「スマート農業に関心がある」

このようなご相談には、普及

指導員などによる技術的な

ご支援をします。

農業の技術的なご相談新たな販路開拓のご相談

「販売先の開拓や確保がしたい」

「首都圏などに出荷したい」

このようなご相談には、専門家

を派遣して販路開拓のご支援を

します。

「農業機械を導入したい」

「補助金の申請方法を知りたい」

「農地の貸手や借手を探したい」

「農業法人を設立したい」

このようなご相談には、訪問員

がアドバイスを行います。

補助金や制度活用のご相談

福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム）
営農再開グループ

ご相談受付ダイヤル：024-502-1117
（受付時間9:00～17:00 土日祝日、年末年始を除く）

https://www.fsrt.jp Webサイト

< 各種公式ページはこちら >

営農再開グループの
ページはこちら →

被災12市町村の営農再開をご支援します
営農再開や新規参入をご検討の皆様、ご相談ください。

福島相双復興推進機構 営農再開グループでは、国・福島県・市町村・ＪＡなどの関係機関と
連携し、農業者様を個別に訪問して、営農再開に向けた次のような支援活動を行っております。
是非、ご活用を検討ください。皆様からのご連絡をお待ちしています。
ご相談やご支援は無料です。費用はかかりません。

【広野町・富岡町での取組】
!

相双機構では、のお手伝いをさせていただきました。
ブドウの栽培施設が完成しました！

社会福祉法人友愛会様は現在、広野町で知的障がい
者の就労支援施設などの社会福祉事業を運営していま
す。震災後、県内外への避難を経験し、ようやく相双
地域に帰還しました。

もともと運営していた富岡町でも必ず事業を再開し
ようと、震災前の施設跡地にブドウ栽培施設を建設し、
新たに農業に参入。メリットの多い「根域制限栽培施
設※」によるシャインマスカット栽培を始め、来年秋
の初めての収穫に向け準備を進めています。

相双機構では、施設・栽培品目決定のお手伝いや、
事業計画の策定支援、先輩農業者やＪＡ、普及所など
と協働し、栽培準備などのご支援を行いました。

ブドウ栽培施設

左から新妻事務局長、佐藤主任、小沼施設長
※根域制限栽培とは ⇓

根の動きや働きを物理的、空間的に制限する栽培方法。


